
（別添） 

 

関税割当公表第７の１の（２）及び２の（２）の抽選の参加方法について 

 

平成30年度の環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定に基づく検糖

計の読みで98.5度未満の甘しゃ糖の関税割当について(平成30年11月６日付け30国際第834

号関税割当公表第TPP20号。以下「関税割当公表」という。) 第７の１の（２）及び２の（２）

の抽選については、まず、農林水産省ホームページ（以下「当省ウェブサイト」という）

の登録フォーム（登録内容は「別記様式５」を参照。）において登録することとする。 

各手続については、下記により行うこととし、定められた期間内に、正確な申請登録や

書類の提出が行われない場合は、当該申請が無効とする。 

 

１ 申請登録申込から関税割当証明書の発給までの流れ 

以下の平成30年度関税割当申請に関するスケジュール表のとおりとする。 

 

平成30年度関税割当申請に関するスケジュール 

 第４の１の期間 第４の２の期間 

 申請数量が割当数量以

内の場合 

申請数量が割当数量を

超える場合 

申請数量が配分可能数

量以内の場合 

申請数量が配分可能数

量を超える場合 

実施の有無 

配分可能数量の公表 
－ 

平成30年11月27日 

午後２時頃 

申請登録申込の受付期間 

平成30年11月16日午前10時 

から 
平成30年11月22日午後４時 

平成30年11月28日午前10時 

から 
平成30年12月４日午後４時 

抽選の有無の公表 
平成30年11月27日 

午後２時頃 
平成30年12月６日 

午後２時頃 

申請登録番号の公表 － 
平成30年11月27日 

午後２時頃 
－ 

平成30年12月６日 

午後２時頃 

メールが届かない場合 
の問い合わせ 

平成30年11月28日 
午前10時から正午 

平成30年12月７日 
午前10時から正午 

抽選会の実施 － 平成30年11月28日 － 平成30年12月７日 

抽選結果 
の公表 

－ 
平成30年11月29日 

午後２時頃 
－ 

平成30年12月10日 
午後２時頃 

関税割当申請書 

の提出期間 

平成30年11月28日 
から 

平成30年12月４日 

平成30年11月30日 
から 

平成30年12月４日 

平成30年12月７日 
から 

平成30年12月14日 

平成30年12月11日 
から 

平成30年12月14日 

 

（１）関税割当公表第４の２の期間については、第４の１の期間に対する配分において生

じた残量が商業上実施可能な数量として１トン以上ある場合にのみ実施する。 

（２）申請登録申込の受付は、上記日付の初日は午前10時から、最終日は午後４時までと

する。 

（３）抽選の有無、申請登録番号及び抽選結果の公表は、上記日付の午後２時までに登録

したメールアドレスにお知らせするとともに当省ウェブサイトに掲載する。 

（４）抽選の有無及び申請登録番号の通知メールが届かない場合は、上記の日付の午前10



時から正午までに次に掲げる連絡先に電話により問い合わせすること。 

連絡先：農林水産省政策統括官付地域作物課国際調整班（電話：03-6744-2116） 

（５）関税割当申請書の提出は、午前10時から正午及び午後２時から午後４時までとする。 

 

２ 注意事項 

（１）当省ウェブサイトによる申請登録 

申請登録申込は、各法人もしくは個人による登録は１回のみ有効とする。複数回の

登録や入力事項に不備等がある場合は、申請登録番号は付与しない。 

（２）当省ウェブサイトによる申請登録番号の公表 

当省ウェブサイトに、申請登録番号の一覧を公表する。また、申請登録番号が付与

できない者については、登録フォームに入力されたメールアドレスに対し、登録でき

ない旨をメールで通知する。 

（３）公開抽選の実施と結果公表 

立会人同席の下、一連番号方式（「３抽選方法（一連番号方式）の概要」を参照）に

よる公開抽選を行い、申請順位を決定する。申請登録申込者は、公開抽選に参加する

必要はないが、見学は可能とする（見学は申請順位の決定に影響しない。）。 

見学を希望する者は、公開抽選当日開始時間までに会場まで来ること。事前連絡は

不要とするが、見学は、申請登録を行った方に限定する。会場は20名程度の座席を用

意するが、座席が不足する場合は、入場をお断りすることがある。 

公開抽選会会場で確認できる抽選結果は、「３ 抽選方法（一連番号方式）の概要の

（３）」にある「抽選結果表」のみです。「３ 抽選方法（一連番号方式）の概要の（５）」

にある「抽選結果表」、申請登録番号ごとの申請順位及び申請書類の提出日時について

は、公開抽選実施日の翌日に当省ウェブサイトにて公表する。 

申請順位に関する個別の問い合わせには対応しない。 

（４）申請書類の提出 

申請登録番号の公表及び公開抽選結果の公表において、申請書類の提出日時を併せ

て公表することとし、指定する日時に申請手続を十分理解した者が持参すること。 

申請書類の提出の際、書類を持参した者に提出書類の種類を確認していただくが、

農林水産省が申請書類の不足や記載不備等を指摘しない。 

なお、次に掲げる場合は、申請を無効となるため、注意すること。 

ア 同一の法人又は個人による複数の申請登録申込が判明した場合（例えば、支店ご

とに申請登録申込を行った場合等） 

イ 指定された日時に申請書類が提出されなかった場合 

ウ 申請書類の不備等により、申請資格を満たしていることを確認できない場合 

エ ア～ウの他、申請書類の不備等により、正しく申請が行われたと判断できない場

合 

（５）関税割当証明書の発給 

申請書類を精査し、申請順位が有効と判断できる者を対象に、申請順位の上位の者

から順に、定められた割当数量に達するまで関税割当証明書の発給を行う。 

なお、枠数量の残が申請順位の次点申請者の申請数量を満たさないが、最低割当数



量を超えている場合は、その残数量を次点申請者に割当する。発給の対象者に対して

は、発給完了時に登録フォームに入力されたメールアドレスに連絡する。 

申請順位が下位の者は、申請書類を提出しても発給は受けられない。発給対象とな

らなかった者には、農林水産省から連絡は行わないこととする。 

 

３ 抽選方法（一連番号方式）の概要 

以下の手順で、０から９までの番号が付された10個の抽選玉により抽選結果表に数字

を記録し、当該数字の組み合わせによって申請登録番号を指定することで、申請登録番

号ごとに申請順位を決定する。 

（１）作業①：下 1 桁の位（一の位）の表を埋める。 

10個の抽選玉を全て抽選機に入れ、抽選機を操作して一個ずつ抽選玉を出します。

出てきた順番に下 1 桁の位の表を埋める。 

 

（進行例１）申請登録者数が143人で、申請順位を決定する。下 1 桁の位を抽選。10個

の抽選玉を入れた抽選機から「４」「０」「９」「７」･･･と順に抽選玉が出た。 

 

〈抽選結果表〉・・（例） 

桁（位）＼抽選順位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10  

・下１桁（一の位） ４ ０ ９ ７ ・ ・ ・    （作業①） 

 

（２）作業②：下２桁の位（十の位）の表を埋める。 

各桁ごとに、作業①と同様の手順で表を埋める。 

 

（進行例２）作業①により、下１桁は抽選済み。次に、下２桁の位を抽選。10個の抽

選玉を入れた抽選機から「３」「５」「１」「８」･･･と順に抽選玉が出た。 

 

〈抽選結果表〉・・（例） 

桁（位）＼抽選順位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10  

下１桁（一の位） ４ ０ ９ ７ １ ３ ６ ２ ５ ８ （作業①済み） 

下２桁（十の位） ３ ５ １ ８ ・ ・ ・    （作業②） 

 

（３）作業③：最高位（百の位）の表を埋める。 

申請登録者数が400人台であれば、最高位が百の位となり、「０」「１」「２」「３」「４」

の５個の抽選玉を抽選機に入れ、作業①と同様の手順で表を埋める。 

 

（進行例３）作業②により、下２桁までは抽選済み。次に、最高位（下３桁の位）を

抽選。申請登録者数は143人であることから、「０」｢１｣の２個の抽選玉を入れた

抽選機から「０」「１」と順に抽選玉が出た。 

 

〈抽選結果表〉・・（例） 



桁（位）＼抽選順位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10  

下１桁（一の位） ４ ０ ９ ７ １ ３ ６ ２ ５ ８ （作業①済み） 

下２桁（十の位） ３ ５ １ ８ ７ ９ ０ ４ ２ ６ （作業②済み） 

下３桁（百の位） ０ １  （作業③） 

 

（４）作業④：申請順位を決める。 

作業①～③により埋められた「抽選結果表」をもとに、若い桁ごとに上位の桁をス

ライドさせて、申請順位１位から順番に143位まで、その順位に対応する申請登録番号

が決定する。 

 

（進行例４）〈抽選結果表〉の下１桁（一の位）の抽選順位１位が「４」であることか

ら、申請登録番号の下１桁（一の位）が「４」の者について、申請順位が決定す

る。 

具体的には、下１桁目が「４」、下２桁目が「３」、下３桁目が「０」（＝申請登

録番号034）が申請順位１位、下１桁目が「４」、下２桁目が「３」、下３桁目が「１」

（＝申請登録番号134）が申請順位２位となる。次に下２桁（十の位）の抽選順位

２位の「５」にスライドさせ、下１桁目が「４」、下２桁目が「５」、下３桁目が

「０」（＝申請登録番号054）が申請順位３位となる。申請順位４位は、下１桁目

が「４」、下２桁目が「５」・下３桁目が「１」（＝申請登録番号154）となるが、

申請登録番号154は該当者なしとなるため、下２桁目が（十の位）の抽選順位３位

の「１」にスライドさせ、下１桁目が「４」、下２桁目が「１」、下３桁目が「０」

（＝申請登録番号014）が申請順位４位となる。 

結果、下１桁「４」については、034、134、054、154（該当者なし）、014、114、

084、184（該当者なし）、074、174（該当者なし）、094、194（該当者なし）、004、

104、044、144（該当者なし）、024、124、064、164（該当者なし）となり申請順

位１位から14位が決定する。 

次に下１桁を抽選順位２位の「０」にスライドさせ、030、130、050、150（該

当者なし）、010、110、080、180（該当者なし）、070、170（該当者なし）、090、

190（該当者なし）、000（該当者なし）、100、040、140、020、120、060、160（該

当者なし）となり、申請順位15位から28位が決定する。このようにして申請順位

１位から143位が決定する。 

 

（５）作業④の結果を公開抽選実施日の翌日に当省ウェブサイトにて公表する。  



（進行例５）抽選結果表等を農林水産省ホームページに掲載する。 
申請順位 申請登録番号 

 

申請順位 申請登録番号 

 

申請順位 申請登録番号 
1 034 － 187（該当者なし） 97 046 

2 134 49 077 － 146（該当者なし） 

3 054 － 177（該当者なし） 98 026 

－ 154（該当者なし） 50 097 99 126 

4 014 － 197（該当者なし） 100 066 

5 114 51 007 － 166（該当者なし） 

6 084 52 107 101 032 

－ 184（該当者なし） 53 047 102 132 

7 074 － 147（該当者なし） 103 052 

－ 174（該当者なし） 54 027 － 152（該当者なし） 

8 094 55 127 104 012 

－ 194（該当者なし） 56 067 105 112 

9 004 － 167（該当者なし） 106 082 

10 104 57 031 － 182（該当者なし） 

11 044 58 131 107 072 

－ 144（該当者なし） 59 051 － 172（該当者なし） 

12 024 － 151（該当者なし） 108 092 

13 124 60 011 － 192（該当者なし） 

14 064 61 111 109 002 

－ 164（該当者なし） 62 081 110 102 
15 030 － 181（該当者なし） 111 042 
16 130 63 071 112 142 
17 050 － 171（該当者なし） 113 022 
－ 150（該当なし） 64 091 114 122 
18 010 － 191（該当者なし） 115 062 
19 110 65 001 － 162（該当者なし） 
20 080 66 101 116 035 
－ 180（該当なし） 67 041 117 135 
21 070 68 141 118 055 
－ 170（該当なし） 69 021 － 155（該当者なし） 
22 090 70 121 119 015 
－ 190（該当なし） 71 061 120 115 
－ 000（該当なし） － 161（該当者なし） 121 085 
23 100 72 033 － 185（該当者なし） 
24 040 73 133 122 075 
25 140 74 053 － 175（該当者なし） 

26 020 － 153（該当者なし） 123 095 

27 120 75 013 － 195（該当者なし） 

28 060 76 113 124 005 

－ 160（該当者なし） 77 083 125 105 

29 039 － 183（該当者なし） 126 045 

30 139 78 073 － 145（該当者なし） 

31 059 － 173（該当者なし） 127 025 

－ 159（該当者なし） 79 093 128 125 

32 019 － 193（該当者なし） 129 065 

33 119 80 003 － 165（該当者なし） 

34 089 81 103 130 038 

－ 189（該当者なし） 82 043 131 138 

35 079 83 143 132 058 

－ 179（該当者なし） 84 023 － 158（該当者なし） 

36 099 85 123 133 018 

－ 199（該当者なし） 86 063 134 118 

37 009 － 163（該当者なし） 135 088 

38 109 87 036 － 188（該当者なし） 

49 049 88 136 136 078 

－ 149（該当者なし） 89 056 － 178（該当者なし） 

40 029 － 156（該当者なし） 137 098 

41 129 90 016 － 198（該当者なし） 

42 069 91 116 138 008 

－ 169（該当者なし） 92 086 139 108 

43 037 － 186（該当者なし） 140 048 

44 137 93 076 － 148（該当者なし） 

45 057 － 176（該当者なし） 141 028 

－ 157（該当者なし） 94 096 142 128 

46 017 － 196（該当者なし） 143 068 

47 117 95 006 － 168（該当者なし） 

48 087 96 106  


